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「盛土規制法」運用開始の周知について（依頼） 

 

新緑の候、貴協会におかれましてはますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本市の都市計画行政に対し、御指導、御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和３年７月の静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途

にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成

及び特定盛土等規制法（以下、「盛土規制法」という。）が令和５年５月２６日に施行されました。本

市においては、令和５年１２月に盛土規制法に基づく規制区域案を公表し、令和６年６月６日からの運

用開始を予定しております。 

これに伴い、普及啓発チラシを作成しましたので、貴協会会員様への周知について御協力をいただき

ますようお願い申し上げます。 

また、盛土規制法に係る手引き及び各種様式は、下記ホームページに掲載しております。 

ご不明な点がございましたら、当課を御案内いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

（配布資料） 

 ・「盛土規制法」運用開始のお知らせ（盛土等を新たに行うときは、許可又は届出が必要） 

 ・「盛土規制法」運用開始のお知らせ（令和６年６月６日時点で工事中の盛土等は届出が必要） 

 ・土砂条例改正のお知らせ 

 

（ホームページ） 

・宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に関する内容 

   https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000316768.html 

  ※普及啓発チラシにも上記アドレスを掲載しております。 

 

 

 

 

 

 












